
卒業認定基準 

 

１． 卒業認定は、卒業認定会議を経て判定する。 

２． 次の項目を全て充足している場合は、卒業を認める。 

（１） 各学科の教育課程に基づいて、全ての授業科目を修得していること。 

（２） 平素の性行において卒業させるにふさわしいこと。 

（３） 定められた期日までに校納金を完納していること。 

（４） 各学年の所定の授業日数の３分の２以上を出席していること。 


